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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　体ルーメンにおいて介入手順を計画するシステムの作動方法において、
　前記体ルーメンのＣＴスキャンを実行するステップと、
　介入的なカメラ画像に対応する前記体ルーメンの内部の仮想レンダリングを作成するス
テップと、
　前記介入手順に関して計画された経路に対応する仮想テープを前記体ルーメンの壁上へ
投影するステップとを有する、方法。
【請求項２】
　前記仮想テープが、前記計画された経路の中央通路から、一定の刃先角で局所経路に直
交する前記計画された経路に沿った各ポイントで前記ルーメン壁上へ投影される、請求項
１に記載の方法。
【請求項３】
　前記仮想テープが、前記基礎をなす体ルーメン壁の評価を可能にするよう、半透明のオ
ーバレイとして描かれる、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記仮想テープが、前記仮想レンダリングの方向の指示を提供するよう、所定の方向に
おいて投影される、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　２つの仮想テープが、前記体ルーメン壁上へ描かれ、１つは、腹部の方向にあり、他方
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は、背部の方向にあり、前記仮想テープは、これらの個別の方向を示すためカラーコード
化される、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記体ルーメンが、気管気管支気道である、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記体ルーメンが、大腸である、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　体ルーメンにおいて介入手順を計画するシステムであって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサに動作可能に接続されるメモリと、
　前記プロセッサに動作可能に接続されるディスプレイとを有し、
　前記メモリが、該メモリ上にエンコードされるモデリングプログラムを持ち、前記プロ
グラムは、手術前スキャンから体ルーメンの仮想レンダリングを生成し、前記ルーメンを
通り手術経路を示す前記仮想レンダリングにおけるルーメン壁上へ仮想テープを投影する
よう、前記プロセッサにより実行される、システム。
【請求項９】
　前記仮想テープが、前記計画された経路の中央通路から、一定の刃先角で前記局所経路
に直交する前記計画された経路に沿った各ポイントで前記ルーメン壁上へ投影される、請
求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記仮想テープが、前記基礎をなす体ルーメン壁の評価を可能にするよう、半透明のオ
ーバレイとして描かれる、請求項８に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記仮想テープが、前記仮想レンダリングの方向の指示を提供するため、所定の方向に
おいて投影される、請求項８に記載のシステム。
【請求項１２】
　２つの仮想テープが、前記体ルーメン壁上へ描かれ、１つは、腹部の方向にあり、他方
は、背部の方向にあり、前記仮想テープは、これらの個別の方向を示すためカラーコード
化される、請求項８に記載のシステム。
【請求項１３】
　カメラを持つ介入器具を更に有し、前記カメラが、体ルーメンの画像を前記プロセッサ
に提供し、前記プロセッサは、計画された介入経路を示す前記ルーメンの壁上へ投影され
る仮想テープを持つ画像を前記ディスプレイに表示する、請求項８に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記介入器具が、気管支鏡である、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　コンピュータプログラムであって、
　体ルーメンのＣＴスキャンを実行するためのプログラムコードと、
　介入的なカメラ画像に対応する前記体ルーメンの内部の仮想レンダリングを作成するた
めのプログラムコードと、
　前記介入手順に関して計画された経路に対応する仮想テープを前記体ルーメンの壁上へ
投影するためのプログラムコードとを有する、プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療撮像の分野に関し、より詳細には、経路計画及び誘導のため体ルーメン
の壁上にテープを投影する方法、システム及びコンピュータプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　経気管支生検の有無に関係なく気管支鏡法は、一般的な介入手順である。そこでは、診
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断及びオプションで治療目的のため、気管支鏡カメラが気管気管支気道ツリーへと前進さ
れる。斯かる介入の計画及びリアルタイム誘導を支援するため、患者の以前の胸部のコン
ピュータ断層撮影法（ＣＴ）スキャンが、仮想腔内レンダリング１０を計算するために用
いられることができる。このレンダリングは、現実の気管支鏡からの光学カメラ画像に非
常に似ている。ＣＴスキャン及びこれから得られる仮想腔内レンダリングが、特定の異常
、腫瘍、リンパ節、気道圧縮等への経路を計画するために用いられることができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　図１に示されるように、気管から肺ターゲットへの計画された経路が、気道１５の中央
の薄いライン２０として仮想腔内レンダリング１０にわたりオーバレイされることができ
る。これは、アリアドネスレッドと呼ばれる。しかしながら、このライン２０は、医師が
追従する気道の中央への表示をかなり塞ぐ可能性がある。また、中央経路ライン２０は、
ユーザに対する視覚深度手がかりを持たない。その３次元コースは従って、解釈するのが
困難である。そのうえ、中央経路ライン２０が通常は、カメラポイントの非常に近くを通
るので、経路は強く振動するように見えることができる。
【０００４】
　本発明は、体ルーメンにおいて介入手順を計画する方法、システム及びプログラムを提
供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　ある実施形態によれば、体ルーメンにおいて介入手順を計画する方法が提供される。体
ルーメンのＣＴスキャンが実行される。介入的なカメラ画像に対応する体ルーメンの内部
の仮想レンダリングが作成される。すると、介入手順に関して計画された経路に対応する
仮想テープが、体ルーメンの壁上へ投影される。仮想テープは、ルーメン壁上へ投影され
る。これは、仮想レンダリング上のカメラポイントから相対的に距離がある。従って、テ
ープは、中央スレッドのように振動するようには見えない。また、仮想テープがルーメン
壁上に配置されるので、それはルーメンの中央を塞がない。これは、ユーザが、計画の間
、フライスルーの間、及び実際の介入の間さえ、ルーメンをより好適に視覚化することを
可能にする。
【０００６】
　ある実施形態によれば、上記仮想テープが、一定の刃先角で局所経路に直交する上記計
画された経路に沿って各ポイントで上記ルーメン壁上へ投影される。こうして、体ルーメ
ンがサイズにおいて減少するにつれて、仮想テープ４２０はより狭くなる。このテープの
狭小化は、ユーザに対する視覚深度手がかりを提供する。これは、ユーザが、体ルーメン
１０の３次元コースを解釈することを好適な形で可能にする。
【０００７】
　ある実施形態によれば、上記仮想テープが、上記基礎をなす体ルーメン壁の評価を可能
にするよう、半透明のオーバレイとして描かれる。
【０００８】
　ある実施形態によれば、仮想レンダリングの方向の指示を提供するため、仮想テープは
、例えば腹部又は背部といった所定の方向において投影される。
【０００９】
　ある実施形態によれば、２つの仮想テープが、上記体ルーメン壁上へ描かれ、１つは、
腹部の方向にあり、他方は、背部の方向にあり、上記仮想テープは、それらの個別の方向
を示すためカラーコード化される。
【００１０】
　ある実施形態によれば、体ルーメンは、気管気管支気道である。別の実施形態において
、体ルーメンは、大腸である。他の実施形態では、体ルーメンは、管状器官においてチャ
ネルを提供する別の体構造とすることができる。
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【００１１】
　ある実施形態によれば、体ルーメンにおいて介入手順の間介入デバイスを誘導する方法
が提供される。介入器具上のカメラからの画像が、ディスプレイに表示される。計画され
た介入経路が決定される。すると、仮想テープは、カメラ画像上の計画された経路から体
ルーメンの壁上へ投影される。
【００１２】
　ある実施形態によれば、体ルーメンにおいて介入手順を計画するシステムが提供される
。このシステムは、プロセッサと、上記プロセッサに動作可能に接続されるメモリと、上
記プロセッサに動作可能に接続されるディスプレイとを有し、上記メモリが、該メモリ上
にエンコードされるモデリングプログラムを持ち、上記プログラムは、手術前スキャンか
ら体ルーメンの仮想レンダリングを生成し、上記ルーメンを通り手術経路を示す上記仮想
レンダリングにおけるルーメン壁上へ仮想テープを投影するよう、上記プロセッサにより
実行される。
【００１３】
　ある実施形態によれば、このシステムは、カメラを持つ介入器具を更に有する。この場
合、上記カメラが、上記プロセッサに対して体ルーメンの画像を提供し、上記プロセッサ
は、計画された介入経路を示す上記ルーメンの壁上へ投影される仮想テープを持つ画像を
上記ディスプレイに表示する。ある実施形態によれば、器具は、気管支鏡である。
【００１４】
　ある実施形態によれば、体ルーメンにおいて介入手順を計画するコンピュータプログラ
ムが提供される。このプログラムは、体ルーメンのＣＴスキャンを実行するためのプログ
ラムコードと、介入的なカメラ画像に対応する上記体ルーメンの内部の仮想レンダリング
を作成するためのプログラムコードと、上記介入手順に関して計画された経路に対応する
仮想テープを上記体ルーメンの壁上へ投影するためのプログラムコードとを有する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】従来技術による仮想中央経路スレッドを持つ気管気管支気道の仮想レンダリング
である。
【図２】本発明の様々な実施形態による気道の腹部及び背部壁上へ投影されるテープを持
つ気管気管支気道の仮想レンダリングである。
【図３】本発明の実施形態による体ルーメンにおいて介入手順を計画するシステムのブロ
ック図である。
【図４】気道介入の局所経路に直交する仮想レンダリングの壁上へのテープの投影の図で
ある。
【図５】本発明の実施形態による体ルーメンにおいて介入手順を計画する方法のフロー図
である。
【図６】本発明の実施形態による介入手順に関する画像のルーメン壁上へ仮想テープを投
影する方法のフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の特徴及び利点は、添付の図面に関連して読まれるとき、以下の好ましい実施形
態の詳細な説明からより明確に理解されるであろう。
【００１７】
　本発明は、体ルーメンにおける介入手順を計画する方法、システム及びプログラムを提
供する。
【００１８】
　本発明のある実施形態によれば、図２に示されるように、仮想テープ４２０は、体ルー
メン１０の仮想レンダリングのルーメン壁１２上へ投影される。既存の方法において仮想
スレッド２０の経路である体ルーメン１０の中央通路４１０が、既知の方法を用いて配置
される。仮想テープ４２０は、複数のテープセグメント４２１を有する。図４に示される
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ように、各テープセグメント４２１は、開放角又は刃先角４０５で中央通路に直交するル
ーメン壁１２上へ中央通路４１０上のポイントから投影することにより作成される。各セ
グメントは、中央通路４１０に沿ったｚ軸位置で刃先角４０５を形成するラインの間の空
間を有する。セグメントは、ルーメン壁１２上へ描かれる連続的なテープ４２０を形成す
るよう結合される。
【００１９】
　仮想テープ４２０は、仮想レンダリング上のカメラポイントから相対的に距離があるル
ーメン壁１２上へ投影される。従って、テープは、中央スレッド２０のように振動するよ
うには見えない。また、仮想テープ４２０がルーメン壁１２上に配置されるので、それは
ルーメンの中央を塞がない。これは、ユーザが、計画の間、フライスルーの間、及び実際
の介入の間でさえ、ルーメン１０をより好適に視覚化することを可能にする。
【００２０】
　本発明のある実施形態によれば、刃先角４０５は、中央通路４１０に沿ったすべてのポ
イントに対して一定の角度である。こうして、体ルーメンがサイズにおいて減少するにつ
れ、仮想テープ４２０はより狭くなる。このテープの狭小化は、ユーザに対する視覚深度
手がかりを提供する。これは、ユーザが、体ルーメン１０の３次元コースを解釈すること
を好適な形で可能にする。
【００２１】
　本発明のある実施形態によれば、仮想テープ４２０は、半透明のオーバレイとして描か
れる。これは、ユーザが、基礎をなすルーメン壁１２及びその上の任意の構造を視覚化す
ることを可能にする。
【００２２】
　本発明のある実施形態によれば、仮想テープ４２０は、仮想レンダリングの方向の指示
を提供するため、所定の方向において投影される。例えば、テープ４２０は、腹部の方向
において中央ライン４１０から投影されることができる。テープは、背部の方向又は他の
任意の所定の方向において代替的に投影されることができる。
【００２３】
　本発明のある実施形態によれば、２つの仮想テープ４２０、４３０は、体ルーメン１０
の中央ライン４１０から投影される。これらの２つのテープ４２０、４３０は、方向参照
を提供するためにカラーコード化されることができる。例えば、第１のテープ４２０は、
患者のレンダリングの腹部方向において投影され、カラーコード化された緑となる。一方
、第２の仮想テープ４３０は、患者のレンダリングの背部方向において投影され、カラー
コード化された赤となる。
【００２４】
　前述の説明は手術前ＣＴスキャンから構築される仮想レンダリング１０にフォーカスさ
れるが、仮想テープが、手順の間、実際のカメラ画像からルーメン壁上へ投影されること
もできる点を理解されたい。
【００２５】
　次に図３を参照すると、体ルーメンにおいて介入手順を計画するシステム１００が示さ
れる。ある実施形態によれば、システム１００は、例えばオランダ、アイントホーヴェン
のPhilips Electronics, N. V.によるExtended Brilliance Workspace（ＥＢＷ）といっ
た撮像ワークステーションにおいて実現されることができる。ＥＢＷは、例えば単光子放
出コンピュータ断層撮影（ＳＰＥＣＴ）といった核撮像をコンピュータ断層撮影（ＣＴ）
と結合するグラフィカルユーザインタフェースを提供する。
【００２６】
　ある実施形態によれば、システム１００は、汎用コンピュータ又はカスタムコンピュー
タを有する。システム１００は、システムバス１３０を通りメモリ１２０に動作可能に接
続される中央処理ユニット１１０等を有する。処理ユニット１１０は、例えば１つ又は複
数のマイクロプロセッサといったプログラム命令を実行することができる任意のデバイス
とすることができる。メモリは、例えばリムーバブルディスク、ハードドライブ、ＣＤ、
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ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）又はこれらの組み合
わせ等の任意の揮発又は不揮発メモリデバイスとすることができる。
【００２７】
　ディスプレイ１４０も、プロセッサ１１０に動作可能に接続される。ディスプレイは、
医療画像を表示することができるグラフィカルユーザインタフェース（ＧＵＩ）を提示す
るのに適した任意のモニタ、スクリーン等とすることができる。
【００２８】
　モデリングプログラム１２２が、メモリ１２０にエンコードされる。モデリングプログ
ラムは、例えばＣＴスキャンといった画像データから、生体構造特徴の３次元モデルを生
成する。モデリングプログラム１２２は、様々な斜視図から、生体構造特徴のレンダリン
グを作成することもできる。このレンダリングは例えば、気管支鏡カメラからの表示のよ
うな、気道内からの気管気管支気道ツリーの表示に非常に似ている。モデリングプログラ
ムは、ルーメン内から他の体ルーメンの画像をレンダリングすることもできる。
【００２９】
　モデリングプログラム１２２は、体ルーメンに含まれる中央通路４１０（図４）を特定
することができる。すると、モデリングプログラムは、中央通路に対して垂直な中央通路
からルーメン壁１２の画像上へ仮想テープを投影することができる。仮想テープは、異常
、気道制限、腫瘍等への経路を計画するための用いられることができる。
【００３０】
　本発明のある実施形態によれば、３次元生体構造モデルを作成するのに用いられる手術
前ＣＴスキャン１２４が、メモリ１２０上にエンコードされる。ＣＴスキャン１２４は、
例えばＣＤＲＯＭといったストレージデバイス等からアップロードされることができる。
代替的に、ＣＴスキャン１２４は、インターネット又はイントラネットといったネットワ
ークを介して受信されることができる。これを実現するため、ネットワーク接続は、シス
テムバス１３０を介してメモリ１２０に動作可能に接続されることができる。
【００３１】
　次に図５を参照すると、体ルーメンにおいて介入手順を計画する方法が示される。手術
前ＣＴスキャンが、実行される（ステップ５１０）。スキャン１２４は、例えばPhilips 
EBWといった撮像システムにロードされる。ＣＴスキャナは、撮像システムに一体化され
ることができ、スキャンを直接提供することができる。代替的に、スキャンは、ネットワ
ークを介して撮像システムに送信されることができるか、又は、スキャンは、ＣＤＲＯＭ
、フラッシュドライブ等の記録媒体に記録されることができる。この記憶媒体は、プロセ
ッサ１１０によりアクセスされる撮像システムの適切なドライブ又はコネクタに挿入され
ることができる。
【００３２】
　ＣＴスキャン１２４から、撮像システム１００は、モデリングプログラム１２２を用い
て、例えば気管気管支気道ツリーといった体ルーメン１０の仮想レンダリングを作成する
（ステップ５２０）。前述したように、仮想レンダリングは、メモリ１２０上にエンコー
ドされるモデリングプログラム１２２を実行するプロセッサ１１０により作成されること
ができる。仮想レンダリングが、ディスプレイ１４０上に表示される。
【００３３】
　システム１００は、ルーメン１０の壁１２上へ、仮想テープ４２０を投影する（ステッ
プ５３０）。これは、介入手順に関して計画された経路を示す。ユーザは通常、ＣＴ画像
におけるターゲット、例えば、病巣を特定し、モデリングプログラムは、気道に従って気
管から病巣への経路を計算する。代替的に、モデリングプログラム１２２は、ターゲット
を自動的に捜し出すことができる。別の実施形態によれば、ユーザは、いくつかのポイン
トを定めるために画像において手動でクリックすることもできる。すると、モデリングプ
ログラム１２２は、それらのポイントを通る最適な経路を計算する。計算された経路は、
曲線を編集することにより操作されることもできる。
【００３４】
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　図６は、本発明のある実施形態に基づき、ルーメン壁上へ仮想テープを投影する方法の
フロー図である。第１に、モデリングプログラム１２２を実行するプロセッサ１１０が、
ルーメン１０に対して垂直な平面を配置する（ステップ５３１）。即ち、平面は、ルーメ
ンに対して垂直である３次元画像空間において特定される。
【００３５】
　システム１００は、中央通路４１０上のポイントを特定する（ステップ５３２）。これ
は例えば、特定された平面においてルーメンの断面に関して最良適合された円を構築し、
その円の中央を計算することにより、実現されることができる。代替的に、これは、セグ
メント化されたツリーに基づき距離マップを計算することにより実現されることができる
。距離マップは、ＣＴとしてのグレースケール画像である。しかし、この場合各ボクセル
は、セグメント化された気道ツリーの境界から最も近い距離情報を含む。１つの断面にお
いて、境界に対する最大の距離を持つポイントは、中央ポイントである。すると、最高の
距離値を持つボクセルの方向に成長させることにより、経路に沿ったトレースが可能にな
る。
【００３６】
　システム１００は、中央通路４１０上のポイントからルーメン壁１２上へ、中央通路４
１０に直交する一定の刃先角４０５でテープセグメント４２１を投影する（ステップ５３
３）。即ち、ルーメン１０に垂直な平面において、システム１００は、中央通路４１０上
の中央ポイントからルーメン壁１２まで角度４０５を構築し、角度４０５及びルーメン壁
１２の交差において、この壁上にテープセグメントを構築する。ある実施形態において、
角度４０５は、約５°である。上述したように、投影は、例えば腹部といった特定の方向
にあることができる。
【００３７】
　システム１００は、ルーメン壁１２上でテープセグメントを描く（ステップ５３４）。
即ち、刃先角４０５内のルーメン壁１２のセグメントが、特定の色、例えば緑又は赤で描
かれる。セグメントが中央通路に対して垂直な平面にあるものとして説明されるが、セグ
メントが実際には、撮像システムのピクセル幅と整合した最小の厚みを持つ点を当業者で
あれば理解されたい。従って、ピクセルの厚みを持つルーメン壁１２のセグメントが、ル
ーメン壁１２と対照的な特定された色で描かれる。ある実施形態によれば、テープセグメ
ントは、基礎をなすルーメン壁１２を表示することを可能にするよう半透明のオーバレイ
として描かれる。
【００３８】
　セグメントが描かれた後、システムは、追加的なポイントが中央通路４１０上に存在す
るか否かを決定する（ステップ５３５）。追加的なポイントがある場合、システムは、新
しいポイントを特定し（ステップ５３２）、新しいポイントに対してステップ５３３～５
３５を繰り返す。追加的なポイントがない場合、処理は終わる。
【００３９】
　本発明は、完全にハードウェアの実施形態、完全にソフトウェアの実施形態、又は、ハ
ードウェア及びソフトウェア要素の両方を含む実施形態の形態を取ることができる。ある
例示的な実施形態では、本発明は、ソフトウェアにおいて実現される。ソフトウェアは、
以下に限定されるものではないが、ファームウェア、レジデントソフトウェア、マイクロ
コード等を含む。
【００４０】
　更に、本発明は、コンピュータ又は任意の命令実行システム若しくはデバイスによる使
用又はこれに関連した使用のためのプログラムコードを提供する、計算機が使用可能な又
はコンピュータ可読の媒体から、アクセス可能なコンピュータプログラムの形をとること
ができる。この説明のため、計算機が使用可能な又はコンピュータ可読の媒体は、命令実
行システム、装置又はデバイスによる使用又はこれに関連する使用のためのプログラムを
含む又は格納することができる任意の非トランジエント装置とすることができる。
【００４１】
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　前述の方法は、機械実行可能な命令のプログラムを持つ機械可読媒体を有するプログラ
ムにより実現されることができる。これは、例えばコンピュータといた機械により実行さ
れるとき、本方法のステップを実行する。このプログラムは、以下に限定されるものでは
ないが、コンパクトディスク、フロッピー（登録商標）ディスク、ＵＳＢメモリ等を含む
種々の既知の機械可読媒体のいずれかに格納されることができる。
【００４２】
　媒体は、電気、磁気、光学、電磁気、赤外線又は半導体システム（又は、装置若しくは
デバイス）とすることができる。コンピュータ可読媒体の例は、半導体又はソリッドステ
ートメモリ、磁気テープ、リムーバブルコンピュータディスケット、ランダムアクセスメ
モリ（ＲＡＭ）、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、リジッド磁気ディスク及び光学ディスク
を含む。光学ディスクの現在の例は、読出し専用コンパクトディスク（ＣＤ－ＲＯＭ）、
読出し／書込みコンパクトディスク（ＣＤ－Ｒ／Ｗ）及びＤＶＤを含む。
【００４３】
　上記の説明及び添付の図面は、本発明を説明するものとして意図され、限定するもので
はない。本発明の範囲は、以下の請求項の完全な範囲に対して同等の変動及び構成を含む
ものとして意図される。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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